
認可外保育施設 説明会

沖縄県子ども生活福祉部
子育て支援課認可・指導班
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沖縄県認可外保育施設指導監督
要綱の一部改正について

要綱一部改正の主な内容

Ⅰ.１日に保育する乳幼児の数等に応じた基準に整理

Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定

Ⅲ.その他、所要の改正
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Ⅰ.１日に保育する乳幼児の数等に応じた基準に整理
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基準
１日に保育する乳幼児の数が
６人以上の施設

１日に保育する乳幼児の数が
５人以下の施設

居宅訪問型保育施設

保育従事者
の数

主たる開所時間については、
次に掲げる数以上であること。
(ｱ) 乳児おおむね３人につき１

人以上
(ｲ) 満１歳以上満３歳に満たな

い幼児おおむね６人につき１
人以上

(ｳ) 満３歳以上満４歳に満たな
い幼児おおむね20人につき
１人以上

(ｴ) 満４歳以上の幼児おおむね
30人につき１人以上

※ ２人を下回ってはならない。
※ 主たる開所時間を超える時間帯につ

いては、保育されている児童が１人で
ある場合を除き、常時２人以上

常時２人以上とすること。た
だし、保育に従事する者が有資
格者である場合は、乳幼児の数
が３人以下までは１人の配置と
することができる。

保育に従事する者１人に対し
て乳幼児１人であること。

※ 当該乳幼児がその兄弟姉妹とともに利
用しているなどの場合であって、かつ、
保護者が契約において同意しているとき
は、例外として、これを適用しないこと
ができる。

有資格者の
数

保育に従事する者のおおむね
３分の１以上は有資格者である
こと。

※ 保育に従事する者が２人の施設は１
人以上

※ 有資格者：保育士又は看護師（准看
護師含む）

保育に従事する者のうち１人
は有資格者または研修修了者で
あること。

※ 保育士、看護師または家庭的保育研修
修了者（「職員の資質向上、人材確保等
研修事業の実施について」（平成27年５
月21日付雇児発0521第19号）別添４の
別表１の１及び２のカリキュラムに基づ
く研修を修了した者をいう。）

保育に従事する者は有資格者
または研修修了者であること。

※ 保育士、看護師または都道府県知事等
が行う保育に従事する者に関する研修等
（◆）を修了した者であること。

居宅訪問型保育事業で受講を求めてい
る基礎研修（ 20 時間程度の講義と１
日以上の演習）
子育て支援員研修（地域保育コース）
その他民間事業者等が実施する居宅訪
問型保育研修 等

Ⅰ.１日に保育する乳幼児の数等に応じた基準の整理
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指導監督基準 第１ 保育に従事する者の数及び資格
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基準
１日に保育する乳幼児の数が
６人以上の施設

１日に保育する乳幼児の数が
５人以下の施設

居宅訪問型保育施設

設備等 保育室のほか、調理室及び便
所があること。

（同左） 事業の運営を行うために必要
な広さを有する専用の区画を設
けるほか、保育の実施に必要な
備品等を備えるよう保護者に協
力を求めること。

保育室の面
積

乳幼児１人当たり１.６５㎡
以上

乳幼児の保育を適切に行うこ
とができる広さ（９.９㎡以上）

乳児室の区
画

乳児の保育を行う場所は、幼
児の保育を行う場所と区画され
ていること。
※ やむを得ず部屋を別にできない場合

は、ベビーフェンス等で区画

保育室の採
光・換気等

採光及び換気が確保されてい
ること。また、安全性が確保さ
れていること。

同一の乳幼児用ベッドに２人
以上の乳幼児を寝かせてはなら
ないこと。

（同左）

便所 手洗い設備が設けられている
とともに、保育室及び調理室と
区画されており、かつ子どもが
安全に使用できるものであるこ
と。

便器の数は、おおむね幼児
20人につき１以上であること。

手洗い設備が設けられている
とともに、保育室及び調理室と
区画されており、かつ子どもが
安全に使用できるものであるこ
と。

Ⅰ.１日に保育する乳幼児の数等に応じた基準の整理
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指導監督基準 第２ 保育室等の構造設備及び面積
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Ⅰ.１日に保育する乳幼児の数等に応じた基準の整理
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指導監督基準 第３ 非常災害に対する措置
基準

１日に保育する乳幼児の数が
６人以上の施設

１日に保育する乳幼児の数が
５人以下の施設

居宅訪問型保育施設

設備・非常
口

消火用具、非常口その他非常
災害に必要な設備が設けられて
いること。

（同左） 居宅等に訪問の際に直ちに非
常口及び避難経路を確認し、非
常災害時に速やかに避難できる
ようにすること。また、定期的
な訓練を行う等、防災上の必要
な措置をとること。

非常災害に
対する計画
及び訓練

非常災害に対する具体的計画
を立て、これに対する定期的な
訓練を実施すること。

※ 避難及び消火に対する訓練は、少な
くとも毎月１回

（同左）



Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定

8

指導監督基準 第７ 健康管理及び安全確保

ア 施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含
めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及
び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画（以下「安全計画
」という。）を策定し、当該安全計画に従い、児童の安全確保に配慮した保育
を実施すること。

イ 職員に対し、安全計画について周知するとともに、安全計画に定める研修及
び訓練を定期的に実施すること。

ウ 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。
エ 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等について適切な安全管理

を図ること。
オ 不審者の施設への立入防止等の対策や緊急時における児童の安全を確保する

体制を整備すること。
カ 児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自

動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在
を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認すること。

キ 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。
ク 賠償責任保険に加入するなど、保育中の万が一の事故に備えること。
ケ 事故発生時には速やかに当該事実を知事に報告すること。

⑻ 安全確保



Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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「安全計画」の策定にあたって、以下を参考（令和４年12月16日 厚労省事務連絡）

「安全計画」の具体的なイメージ → 別添資料４「保育安全計画例」
安全確保に関する取組を計画的に実施するため、各年度において、当該年度が始まる前に、施設の設

備等の安全点検や、園外活動等を含む認可外保育施設での活動、取組等における職員や児童に対する安
全確保のための指導、職員への各種訓練や研修等の児童の安全確保に関する取組についての年間スケ
ジュール（安全計画）を定めること。

「いつ、何をすべきか」 → 別添資料５「認可外保育施設が行う児童の安全確
保に関する取組と実施時期例」

別添資料５を参考に、必要な取組を安全計画に盛り込む

以上の一連の対応を実施することをもって認可外保育施設における安全計画の策
定を行ったこととすること。

ア 施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含
めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及
び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画（以下「安全計画
」という。）を策定し、当該安全計画に従い、児童の安全確保に配慮した保育
を実施すること。

イ 職員に対し、安全計画について周知するとともに、安全計画に定める研修及
び訓練を定期的に実施すること。

ウ 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。

Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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• 職員会議などでマニュアルを読みながら、ヒヤリハッ
トの事例があればマニュアルを見直したり、改めてそ
の内容を職員で共有する機会を、少なくとも１年に１
回など定期的に設けることが望ましい。

【施設・設備】
・門扉等の施錠状況の点検
・保育室内家具等の転倒防止や落下防止
・遊具等の安全点検（さびやぐらつきはないか。衛生面で問題はないか）
・熱中症予防のための冷房器具や換気器具の点検
・防犯カメラや消防設備の安全点検

【園外環境】
・お散歩コース（散歩の経路、目的地における危険箇所の確認・点検）
・遠足等の目的地及び移動経路の安全確認
・プール・水遊び等に係る確認・点検
・緊急避難先及び避難経路の確認・点検

• 門、囲障、避難口など１年に１回必ず
点検すべき事項を記入するとともに、
季節や、園内・園外活動の年間スケ
ジュールに合わせて、必要な取組を、
適切な時期に記入すること。（例：遠
足前の経路確認、夏場をむかえる前の
冷房等器具の点検など）

• 点検する際は、文書として記録した上
で、改善すべき点を改善すること。

• 点検先は施設内のみならず、散歩コー
スや公園など定期的に利用する場所を
含む。

国の「保育安全計画」の様式に、文科省「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」学校安全計画に係る幼稚園の記載箇所等を参考に、
例として作成したものです。 貴施設での安全計画としては、①施設・設備・園外環境の安全点検、②児童への安全確保のための指導、 ③保護
者への安全確保のための説明・共有、④職員への各種研修、⑤訓練（火災、水害、地震、不審者対策）、⑥その他特別な取組（地域との連携）、
といった施設での取組を、年間スケジュールとして記してあれば任意の様式でかまいません。園として活用しやすいよう、項目や記載内容を工
夫して下さい。

• 重大事故防止マニュアルや、災害時マニュアルなどの各々の内容を包括した
マニュアルの策定も可。様式例は、個別に作成した場合のもの。一つにまと
めて作成した場合でも、午睡、食事対応など、特にリスクの高い場面の項目
の漏れがないようマニュアルを作成すること。

• 通常保育時において、児童の動きを常に把握するための役割
分担を構築すること。

• リスクが高い場面（午睡、食事、プール・水遊び、園外活動、
バス送迎）での職員が気をつけるべき点、役割分担を明確に
すること。

• 緊急的な対応が必要な場面（災害、不審者の侵入、火事
（119 番通報））を想定した役割分担の整理と掲示、保護者
等への連絡手段の構築、地域や関係機関との協力体制の構築
などを行うこと。

• これらをマニュアルにより可視化して常勤保育士だけでなく
非常勤職員、保育補助者も含め、認可外保育施設の全職員に
共有すること。



Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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• 自分や友達が、けがをした場合や具合が悪いときは、すぐ近くの大人に言う。
• 園舎・園庭で安心して生活するために必要な約束を知る。
• 自然（動植物）に興味を持ち、命の尊さや安全な遊び方に気づく。
• 道路の歩き方などを学ぶ。
• 火災による煙の怖さなどを知り、保育従事者の指示に従って行動できる。

• 安全に遊ぶために、遊び場や遊具等の使い方を学ぶ。
• 交通安全の約束事を学ぶ。（親子で手をつなぐなど）
• 標識や信号機の意味を学ぶ。
• 交通安全のため自分で判断して動ける。（道路の危険な場所を避けるなど）
• 水遊びのきまりを守る。（準備体操など）
• 熱中症予防等のため、こまめに水分補給ができる。
• 遠足など集団行動でのルールを守る。（一人で行動しないなど）
• 不審者と遭遇した際の行動の仕方を学ぶ。
• 火災などの災害時に保育従事者の指示を受けて避難行動がとれる。

• 乳児・１歳以上３歳未満児についても、
施設での日常における自らの安全確保
や避難訓練への参加などが、職員の援
助で行えるよう、ねらいや関連の取り
組みを記入すること。

• 児童の発達や能力に応じた方法で、児
童自身が認可外保育施設の生活におけ
る安全や危険を認識すること、災害や
事故発生時の約束事や行動の仕方につ
いて理解させるよう努めること。

• 地域の関係機関と連携し、交通安全に
ついて学ぶ機会を設けること。

• 園生活を安全に過ごすためのルールなどを、園だよりを活用して周知する（登降園・園児引き渡しの際の留意点、アプリによる連絡の仕方、出欠の連
絡、けがや病気に関する連絡方法、災害時の対応 等）

• 定期健康診断の結果をお知らせし、併せて健康で安全な生活についての意識啓発を行う。
• 園だよりで、生活リズムの調整、体調への十分な配慮を依頼する。併せて、災害時や不審者対応の方法等をお知らせする。
• 園だよりで、保護者自身が安全に係るルール・マナーを守ることや、通園時に子どもが交通安全のルール・マナーを学ぶことなど、子どもが家庭で安

全を学ぶ機会を設けるよう依頼する。

• 日常的なことは園だよりで、重要なことは子どもの登降園の際に保護者
に伝える、保護者に書面で配布する、施設に掲示するなど、積極的に施
設での取組を保護者へ説明・共有すること。

Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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• 避難訓練（火災・地震・水害・不審者）
• 送迎バスにおける安全管理研修・訓練
• 救急対応研修・訓練（SIDS防止研修及び心肺蘇生法を含む）
• 救急対応研修・訓練（誤えん防止研修及び心肺蘇生法を含む） 等

• 火災（避難及び消化）訓練を毎月実施するとともに、年１回以上、地震・水害・不審者対応に関する訓練を行うこと。
また、地域特性に応じた様々な災害を想定して行うこと。

• 救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、AED・エピペン®の使用等）の実技講習を定期的に受け、認可外保育施設内で
も訓練を行うこと。

• 送迎バスを有する施設は、新たに採用した職員も点呼や出欠確認が確実に行えるよう、研修や訓練を年度初や採用間も
ない時期に行うこと。

• 救急対応研修・訓練（SIDS防止等） ／ 園長、０歳児担任、フリー保育士等職員
• 救急対応研修・訓練（誤えん防止等） ／ 園長、１～５歳児クラス担任、フリー保育士等職員
• 送迎バス安全管理研修・訓練 ／ 園長、３歳・４歳・５歳児クラス担任等同乗員となる職員、運転手



Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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・ 遊具の安全点検の仕方に関する研修（園内） ・ 認可外保育施設保育サービス向上事業研修会
・ 心肺蘇生法（ＡＥＤを含む）の研修（園内、市町村） ・ 保育スキル向上研修会
・ 不審者への対応に関する実技研修（園内） ・ 園内事故等発生状況と安全措置に関する研修（園内）
・ エピペン使用に係る研修（園内）

• 「(1)訓練のテーマ・取
組」の「その他」で記入
した研修との重複も可

• 認可外保育施設保育サービス向上事業研修会（県子ども生活福祉部、５月）
• 沖縄県幼児教育合同研修会（県教育委員会、８月）
• 保育スキル向上研修会（県教育委員会、９月）

• 救急救命や、防火管理講
習など、特に参加が必要
な研修・講習会を記入す
ること。

• 交通安全運動（春・秋）
• 地域が行っている防犯パトロール（夏期等）への参加・情報交換
• 災害時の避難場所や経路について、自治会等と情報交換

• 施設が所在する地域のこと（避難場所・
経路等）や、地域内の安全確保に関する
活動を把握し、地域と連携して実際に取
り組める活動を記入すること。

• ヒヤリハット事例 園内研修
• 子どもの人数 点呼確認の実地訓練（園児見落とし防止）

• 施設内で過去に起きた事故や、事故にならな
かったが改善すべきヒヤリハット事例などに
ついて、施設内での研修や会議など職員間の
情報共有につながる関連の取り組みを記入す
ること。

14

事故報告について

安全計画、その他の様式
保存場所



Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定

18



Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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事故報告について

ガイドライン
保存場所



Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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令和４年９月に起きた、送迎バスへの園児置き去り死亡事案を受け、同年10
月に幼児等の所在確認と送迎バス等への安全装置の装備の義務付けを含む「こ
どものバス送迎・安全徹底プラン」が取りまとめられた。

同プランを踏まえ、内閣府・文部科学省・厚生労働省の府省令等を一部改正

関係府省令等の改正により、
① バスへの乗車・降車の際に、点呼等の方法により園児等の所在を確認す

ることや、
② 送迎用バスへの安全装置の装備及び当該装置を用いて、降車時の園児等

の所在を確認すること
が施設に義務づけられる。

施行期日：令和５年４月１日（令和４年12月28日公布）
※②については、経過措置あり（R5.4.1～R6.3.31の間は、安全装置の装備が困難な場合
は、代替措置の対応により可とする）
（代替措置の例）

運転席に確認を促すチェックシートを備え付けるとともに、車体後方に園児等の所在
確認を行ったことを記録する書面を備えるなど、園児等が降車した後に運転手等が車内
の確認を怠ることがないようにする。

カ 児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自
動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在
を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認すること。

Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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指導監督基準 第７ 健康管理及び安全確保
⑻ 安全確保＜評価基準＞

【評価事項】

• 安全計画が策定されていない。
「Ｃ」

• 保育室だけでなく、乳幼児の出入り
する場所には危険物防止に対する十
分な配慮がされていない。「Ｂ」

• 職員に対し、安全計画について周知
されていない。「Ｃ」

• 安全計画に定める研修及び訓練が定
期的に実施されていない。「Ｃ」

【調査内容】

a. 施設の設備の安全点検、職員、児童
等に対する施設外での活動、取組等
を含めた施設での生活その他の日常
生活における安全に関する指導、職
員の研修及び訓練その他施設におけ
る安全に関する事項についての計画
（以下「安全計画」という。）を策
定し、当該安全計画に従い、乳幼児
の安全の確保に配慮した保育が実施
されているか。

b. 職員に対し、安全計画について周知
されているとともに、安全計画に定
める研修及び訓練が定期的に実施さ
れているか。

Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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指導監督基準 第７ 健康管理及び安全確保
⑻ 安全確保＜評価基準＞

【評価事項】

• 保護者に対し、安全計画に基づく取
組の内容等について周知されていな
い。「Ｃ」

• 施設内の危険な場所、設備等への囲
障の設置がない。「Ｃ」

• 専ら監視を行う者とプール指導等を
行う者を分けて配置していない。
「Ｃ」

【調査内容】

c. 保護者に対し、安全計画に基づく取
組の内容等について周知されている
か。

d. 事故防止の観点から、その施設内の
危険な場所、設備等に対して適切な
安全管理を図っているか。

e. プール活動や水遊びを行う場合は、
監視体制の空白が生じないよう、専
ら監視を行う者とプール指導等を行
う者を分けて配置し、その役割分担
を明確にしているか。



Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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指導監督基準 第７ 健康管理及び安全確保
⑻ 安全確保＜評価基準＞

【評価事項】

• 誤嚥等による窒息のリスクとなるも
のを除去することや、食物アレル
ギーのある子どもに配慮した食事の
提供を行っていない。「Ｃ」

• 定期的な点検が行われていない。
「Ｃ」

• 囲障はあるが、施錠等が不十分。
「Ｂ」

【調査内容】

f. 児童の食事に関する情報や当日の子
どもの健康状態を把握し、誤嚥等に
よる窒息のリスクとなるものを除去
すること、また、食物アレルギーの
ある子どもについては生活管理指導
表等に基づいて対応しているか。

g. 窒息の可能性のある玩具、小物等が
不用意に保育環境下に置かれていな
いかなどについて、保育室内及び園
庭内の点検を定期的に実施している
か。

h. 不審者の立入防止などの対策や緊急
時における乳幼児の安全を確保する
体制を整備しているか。

Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定
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指導監督基準 第７ 健康管理及び安全確保
⑻ 安全確保＜評価基準＞

【評価事項】

• 点呼その他の児童の所在を確実に把
握することができる方法により、児
童の所在が確認されていない。
「Ｃ」

• 定期的な訓練が実施されていない。
「Ｃ」

• 賠償すべき事故が発生した場合に、
損害賠償を速やかに行うことができ
るよう備えられていない。「Ｃ」

【調査内容】

i. 児童の施設外での活動、取組等のた
めの移動その他の児童の移動のため
に自動車を運行するときは、児童の
乗車及び降車の際に、点呼その他の
児童の所在を確実に把握することが
できる方法により、児童の所在を確
認しているか。

j. 事故発生時に適切な救命処置が可能
となるよう、訓練を実施しているか。

k. 賠償責任保険に加入するなど、保育
中の万が一の事故に備えているか。



Ⅱ.安全計画の策定、児童の所在確認等を規定

27

指導監督基準 第７ 健康管理及び安全確保
⑻ 安全確保＜評価基準＞

【評価事項】

• 「特定教育・保育施設等における事
故の報告等について」（平成29年11
月10日付け府子本第912号、29初幼
教第11号、子保発1110第1号、子子
発1110第1号、子家発1110第1号通
知）に基づく報告が行われていない。
「Ｃ」

• 事故が発生した施設において、当該
事故の状況及び当該事故に際して
採った処置について記録していない。
「Ｃ」

• 死亡事故等の重大事故が発生した施
設において、当該事故と同様の事故
の再発防止策及び事故後の検証結果
を踏まえた措置がとられていない。
「Ｃ」

【調査内容】

l. 事故発生時には速やかに当該事実を
都道府県知事等に報告しているか。

m. 事故の状況及び事故に際して採った
処置について記録しているか。

n. 死亡事故等の重大事故が発生した施
設については、当該事故と同様の事
故の再発防止策及び事故後の検証結
果を踏まえた措置をとっているか。

Ⅲ.その他、所要の改正

28



Ⅲ.その他、所要の改正

国から通知のあった各種様式（現行）の内容に沿うよう県様式の必要箇所を改正
改正後の設置届出等各種様式は、県ホームページへ掲載。令和５年４月１日以降
は、当該様式により対応

今回改正により、各施設で更新等の対応が必要な様式

第10号様式（提示様式・施設内部用）

29

Ⅲ.その他、所要の改正

第10号様式（提示様式・施設内部用）

◇保育内容・利用料金
※ 変更があった場合は、当該変更の内容及びその理由も記入すること

参考「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令の公布について（子発0405 第２号・平成31 年4 月5 
日厚生労働省子ども家庭局長通知）」の抜粋

第一 ２ 認可外保育施設の利用料等の変更に関する情報提供について保護者に対して適切に情報開
示がなされるよう、提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき
額に関する事項について、変更を生じたことがある場合にあっては、直近の変更の内容及びその
理由を掲示しなければならないこととする。

なお、認可外保育施設の設置者においては、変更の内容及びその理由について施設内に掲示す
るだけでなく、保護者に通知及び直接の説明を行うべきである。

◇保育従事者等の配置
※ 法第６ 条の３ 第９ 項に規定する業務を目的とする施設、同条第1 2 項に規

定する業務を目的とする施設（ １ 日に保育する乳幼児の数が５ 人以下のも
のに限る。） 及び法第６ 条の３ 第1 1 項に規定する業務を目的とする施設
は、設置者及び職員の研修受講状況を記入すること。

◇設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別（ 受けた
ことがある場合には、その命令の内容、その命令を行った都道府県等名及びそ
の命令を行った年月日を含む。）

事業停止命令等を受けてなくても、その旨記載が必要 30
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事故報告について

安全計画、その他の様式
保存場所
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指導監督基準 第３ 非常災害に対する措置
⑵ 非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定

【評価事項】

• 具体的計画（消防計画）を作成、届
出をしていない。「Ｃ」

• 具体的計画を作成していない。
「Ｃ」

【調査内容】

【30人以上施設】
具体的計画＝消防計画が適正に作成

され届出が行われているか。
※ 消防法上30人以上の施設については、

作成及び届出の義務がある。30人未
満の施設であっても、乳幼児の安全
確保の観点から届出が望ましい。

※ 消防計画の内容に変更の必要がある
場合は、変更届の提出を行うものと
する。

【30人未満の施設】
災害の発生に備え、緊急時の対応の

具体的内容及び手順、職員の役割分担
等が記された計画が策定されているか。
※ 消防計画が作成されている場合は消

防計画で可能。

Ⅲ.その他、所要の改正


